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 KOISHIKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
 代表取締役社長 日本国公認会計士 長澤 孝人 

 

タイの日系中小企業会計 １ 

「TFRS for SMEs」 
 

現在、タイの会計基準は、国際会計基準及び国際財務報告基準（以下まとめて IFRS）に沿う形の TFRS

フルバージョンと、簡易的な TFRS for NPAEsの 2種類あるのはご存じのとおりであり、日系企業に限らず、

タイで非上場の普通の中小企業は、後者の TFRS for NPAEs（以下 NPAEｓ。タイ人発音ではエヌペー）の

方を採用しています。 

 

NPAEs はタイで従来から一般的に認められていた会計基準と大差ないため、必要最低限の範囲での適

用で構わなければ特段の追加コストも作業時間もかからなくて済むという点がメリットですが、個人的には、

何より NPAEs ベースで作成した貸借対照表や損益計算書の方が、中小企業の社長から見て、ごく自然

に理解できるレベルであるということが重要だと思っています。 

 

IFRS は、会計の理想、あるべき計算方法を論理的に追究した学問的要素が多いため、会計のことが好き

で好きでたまらないオタク的な人でないと理解困難な世界が展開されています。その結果、IFRSや TFRS

フルバージョンで作成した財務諸表は、記載科目も金額も、世間一般の人から見たら意味不明な部分が

非常に多いです。せっかちな中小企業の社長にはまず向いていません。 

 

NPAEｓは、タイの会計基準を IFRS ベースに完全移行させる際に、非公開会社等の便宜的措置として

2011年から導入されました。それから 5年以上経過した 2017年の今年、もう 1つの会計基準が登場する

話がありました。それが TFRS for SMEs、中小企業向けタイ財務報告基準というものです。今回から新シリ

ーズとして、TFRS for SMEs、NPAEs、それと日本の話も織り交ぜながら、タイの日系中小企業の会計につ

いて、理論よりも実務重視でいろいろ考えていきたいと思います。 

 

■TFRS for SMEs の導入時期 － 来年から。か？ 
 

TFRS for SMEs は、従来の NPAEｓとは全く別の会計基準です。NPAEｓが広く採用されているのに、なぜ

わざわざ別物を導入しようとしているのかというと、IFRS にもフルバージョンの他に、IFRS for SMEs という

会計基準があるからです。世界各国が国際的な資金調達や投資活動を継続していくために IFRSの全面

採用に向けて動いている中、タイとしても TFRSのみならず、TFRS for SMEs も採用しているという体裁を

整えたいというのが背景にあります。 

 

IFRS 財団のウェブサイトでは、IFRS 適用状況と進捗状況が国別に掲載されています。タイのページでは、

2016年 6月時点の情報として、IFRS for SMEsについて以下の記載があります。 
 

チェック事項 タイの FAPの回答 

IFRS for SMEsの適用は法制化されて

いるか。法制化されていない場合は

その適用が検討されているか。 

法制化はされていない。現在、TFRS for SMEs の名称で、IFRS 

for SMEsに手は加えない形でのフル適用を検討中である。2017

年からの適用を予定している。 
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しかし結局、今年からの適用はない模様です。FAP（タイ会計職連盟）のウェブサイトの方では、正月休み

直前の 2016年 12月 23日になって、2018年から段階的に導入予定という案内が出されました。この国お

得意の土壇場での延期。朝令暮改というか、場当たり的というか、ダイダイと気安く言っておきながら最後

の最後にやっぱりマイダイ。約束守れなくてもマイペンライなお国柄は、会計の世界でも共通のようです。 

 

■TFRS for SMEs の適用会社 － 未定。。。 
 

TFRS for SMEsが 2018年から導入されるとして、中小企業が一番気になるのは、自分の会社が適用しな

ければならないのかどうかだと思います。ところが、FAP のウェブサイトに掲載されている TFRS for SMEs

の公開草案では、肝心の SMEsの定義に関する部分が全く抜け落ちています。どの程度の規模の会社が

強制適用されるのか未定のまま、とにかく来年こそ導入すると表明してしまっているのが現状です。 

 

なお IFRS財団のウェブサイトにおいても、TFRS for SMEsの適用対象会社の範囲は検討中であり、Tier 1

「TFRS for SMEsを全面適用する会社」と、Tier 2「TFRS for SMEsを部分適用する会社」の 2つに区分す

ることを考えているそうです。 

 

■日本の中小企業会計基準 － IFRS for SMEs とは別路線。 
 

翻って IFRS 財団のウェブサイトで日本の状況です（2016 年 7 月時点）。タイとは対照的な内容が記載さ

れています。 
 

チェック事項 日本の企業会計基準委員会の回答 

IFRS for SMEsの適用は法制化されて

いるか。法制化されていない場合は

その適用が検討されているか。 

法制化はされていない。IFRS for SMEsの適用を非上場会社に

認めるかどうかの審議も行われていない。ただし IFRS for SMEs

の和訳は行った。 

 

日本では現在、「中小会計指針（中小企業の会計に関する指針）」と、「中小会計要領（中小企業の会計

に関する基本要領）」という 2 つの中小企業向けの会計基準が存在しています。前者は日本公認会計士

協会、日本税理士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が、後者は中小企業庁と金融庁が主

体となって作成したものです。 

 

この官民のバラバラ感は、日本のお国柄のように思いますが（前者も元々はバラバラに作成していました）、

前者の方が会計の専門家中心に作成されているため、後者の方が前者を立てる形で、より簡便的な、より

小さい会社向けの会計処理の基本要領という位置付けになっています。なおいずれの会計基準も、適用

は義務ではなく推奨、つまりご参考レベルにとどまっています。 

 

IFRS for SMEsについては、2009年の初期版（最新は 2015年改訂版）を日本公認会計士協会が全訳し

ただけで、日本国内での適用は推奨もしていません。特に「中小会計要領」では、「本要領は、安定的に

継続利用可能なものとする観点から、国際会計基準の影響を受けないものとする」旨が明記されており、

IFRS for SMEsなんて無理無理無駄無駄、とキッパリお断りを入れている点が特徴的です。 

（次号に続く） 
 

  

 

KOISHIKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
小石川会計事務所（経営管理及び監査業務） 

ジェトロバンコクの講師が直接、貴社の経営管理・財務管理を指導いたします 
代表者： 長澤 孝人（日本国公認会計士） 

所在地： Room 2C, 1294 Sutthisan-Winitchai Road, Huay Kwang, Bangkok 10310（MRT スティサン駅徒歩 1 分） 

連絡先： 091-739-4777 または nagasawa@koishikawa.co.th 会社案内： http://koishikawa.p1.bindsite.jp/ 
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 KOISHIKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
 代表取締役社長 日本国公認会計士 長澤 孝人 

 

タイの日系中小企業会計 ２ 

「連結財務諸表の作成」 
 

国際会計基準、IFRS は、世界中から集まった会計のプロが、あるべき会計の理想論として検討し草案を

作り公表し、その後また議論し直して改訂するというプロセスを繰り返し続けているため、個々のテーマに

対する会計基準のどれかが毎年改訂されています。したがって IFRSは、頻繁に変更があり常に動いてい

るという意味でムービングターゲットと呼ばれており、IFRSを適用する国、企業、さらに会計システムを作る

会社は、いつの時点の IFRSに対応すればよいのかで毎期振り回されているのが現状です。 

 

「タイの会計基準は国際会計基準に準拠している」とか、「TFRSは IFRSのタイ語訳版」ということを聞いた

ことがある方は多いと思います。タイ語訳版というのはタイ人会計士も認めている事実です。あとは翻訳を

行い公表するまでのタイムラグと、適用を開始する時期によって、TFRS は IFRS の最新版との違いが生じ

ています。TFRSの個々の会計基準に 20●●年改訂版という記載があるのは、IFRSの何年版に対応する

ものなのかを示しています。 

 

それでは TFRS for SMEsの内容はどうなるのか。今年年初に弊社スタッフに尋ねた所、「タイは翻訳する

だけ」というやっぱりな回答でした。「タイが自分たちで作るわけがない５５５」と笑うスタッフたちにタイらしさ

を感じた一方、「日本は国際会計基準ではないんでしょ」とも言われ、10 年以上前のタイ人会計士と同じ

認識でいることを知りました。日本は IFRS を生真面目に受け止め、国内で適用する上での問題点を 1つ

1つ整理し、国内基準を現実的に近づけていこうとしているのですが、タイから見れば、なぜそんな面倒な

ことをするのか理解されません。日本は真面目すぎる結果、会計面では後進国として見られてしまうという、

何とも歯がゆい現実があります。 

 

IFRS for SMEs は現実的には中小企業向きではないというスタンスの日本と違い、タイは基本的に IFRS 

for SMEs の翻訳版を TFRS for SMEｓとして発行することが想定されます。したがって本稿では、現在の

IFRS for SMEsをベースとして、タイの日系中小企業における適用上の問題点を考えていきます。まずは

連結財務諸表の作成です。 

 

１．連結財務諸表の作成 
 

タイの現地法人自らが子会社を有していない場合は、もちろん関係ありません。しかし、本社機能をタイに

置いてタイから海外展開しているオーナー企業、BOI 恩典目的で IHQ として子会社を持っている企業、

外資規制回避のためサービス業の実質子会社を持っている企業など、日系中小企業でもタイ現地法人

から出資している子会社があるケースは普通にあります。そのような会社は、TFRS for SMEsの導入により、

連結財務諸表の作成が義務付けられる可能性が出てきます（現在は TFRS for NPEAsの適用により作成

が不要です）。 
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■連結財務諸表の作成義務 
 

IFRS for SMEsでは、以下の会社を除き、連結財務諸表の作成が義務付けられています。 

 

 「親会社自身が1つの子会社であり、かつ最上位または中間の親会社が IFRSフルバージョンまたは

IFRS for SMEsに準拠して連結財務諸表を作成している場合」 

 

つまり、日本やタイの親会社が証券取引所に上場していて、IFRS を適用し連結財務諸表を作成、開示し

ているような大企業以外は、タイ現地法人でも IFRS for SMEsに基づく連結財務諸表の作成が必要という

ことになります。 

 

連結財務諸表は、個別財務諸表を足し合わせれば OK という単純なものではありません。少なくとも日系

中小企業では、以下の現実問題に直面すると思います。 

 

 ① 株主総会に間に合わない。 

 ② 会計ソフトが連結対応していない。手作業によるデータの分析、集計、調整が必要になる。 

 ③ 作業負荷が増え経理スタッフが離職する一方、作業支援のため会計事務所費用が膨らむ。 

 

①については次項、②と③については次号で詳細を説明します。 

 

■連結財務諸表の報告日 
 

IFRS for SMEs 上、何月決算でなければならないという決まりはありません。ただし、「実務上不可能でな

い限り、親会社及び子会社の財務諸表は、同一報告日で作成しなければならない」と規定され、原則とし

て親子同一決算日が要求されています。もし実務上不可能な場合は、「直近の子会社財務諸表を用いて

連結し、連結報告日までの重要な取引があれば調整する」形で、親子間の決算日差異は許容されており、

IFRSフルバージョンや日本の連結会計基準のような 3 ヵ月以内の差異という期間限定はありません。 

 

その意味では、IFRS for SMEsの適用会社には時間的余裕が与えられているように見えます。しかし、タイ

の日系企業で元々タイでの連結を想定している会社は少なく、国内のグループ会社は同一決算日、また

インドやベトナム等、海外出資先がある場合も全社 12 月決算を採用しているケースがほとんどです。そう

なると、決算日差異は利用できず、原則どおり同一決算日の下、各社の個別財務諸表が出来上がった後

に連結財務諸表を作る時間が必要になります。 

 

タイの日系中小企業は、決算の締め作業に 1-2 ヵ月費やし、それから監査というプロセスのため、決算日

から 3ヵ月程度で個別財務諸表が仕上がれば上出来な方です。連結用の会計ソフトがなく手作業で連結

手続を行い、それについても監査を経て連結財務諸表を作るとなると、そこからさらに１-2 ヵ月かかると思

います。定時株主総会に個別財務諸表に加えて連結財務諸表の提出も必要になるのかどうか、現時点

では不明ですが、もし必要になった場合は、普通に考えて間に合わないでしょう。 

（次号に続く） 
  

 

KOISHIKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
小石川会計事務所（経営管理及び監査業務） 

ジェトロバンコクの講師が直接、貴社の経営管理・財務管理を指導いたします 
恒例のジェトロ一問一答セミナー、今年はコンパスアカウンティング小林社長に友情出演いただきました（3 年ぶり 3 回目？）。 

日本はワンマンショーよりも漫才やニュース解説形式の方が向いていると思います。小林さん改めてありがとうございました。 

代表者： 長澤 孝人（日本国公認会計士） 

所在地： Room 2C, 1294 Sutthisan-Winitchai Road, Huay Kwang, Bangkok 10310（MRT スティサン駅徒歩 1 分） 

連絡先： 091-739-4777 または nagasawa@koishikawa.co.th 会社案内： http://koishikawa.p1.bindsite.jp/ 
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 KOISHIKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
 代表取締役社長 日本国公認会計士 長澤 孝人 

 

タイの日系中小企業会計 ３ 

「連結財務諸表の作成」 
 

国際協力銀行（JBIC）が毎年発行している「海外直接投資アンケート」の 2016 年 12 月版を見た所、今後

3年程度の中期的な有望事業展開先でタイが前年 4位から 5位に落ちていました。上位はインド、中国、

インドネシア、ベトナムです。実際、タイの日本語ニュースサイトでも、昨年来タイではなくベトナムや他の

アジア諸国へ日本企業が進出したという話題の方が多くなっているように思います。 

 

逆にタイでの話題はというと、お客様との間では専ら「タイから事業撤退した会社があるかどうか」です。 

ジェトロバンコクで長年やってきた開業準備セミナーも、そろそろ日本企業のニーズに合わなくなってきたと

実感します。投資激減に直面した BOIが投資奨励法の改正と東部経済回廊法の施行で起死回生を図りた

い様子ですが、いかにも欧米系の有名コンサル会社が作成したテンプレートのような投資促進策であり、

日本企業ウケしない絵空事に見えてしまいます。そんなことよりも、アマタナコンやラヨン方面に新幹線か

通勤快速を通した方が、年月は当然かかるものの、この国の経済と社会の発展のためには余程有意義な

のではと思います。タイが向かおうとしている方向に違和感を感じます。 

 

１．連結財務諸表の作成（続き） 
 

タイの現地法人が出資している子会社がある場合、IFRS for SMEs（便宜上、今後 SME 基準といいます）

の下では、原則として連結財務諸表を作成しなければなりません。しかも SME 基準なのに簡便的な処理

はなく、IFRSフル適用の上場企業と同様に、ごく普通の連結作業、連結手続が求められます。 

 

連結財務諸表は、一般的に次のプロセスを経て作成されます。 

 ① 各社個別財務諸表の確定 

 ② 在外子会社の換算 

 ③ 投資と資本の相殺消去 

 ④ 債権債務の消去 

 ⑤ 内部取引の消去 

 ⑥ 未実現損益の消去 

 ⑦ 非支配株主持分の調整 

 

今回は、これら連結手続の中で直面する実務上の問題点を述べていきます。 

 

■連結手続における問題点 
 

まずは①各社単体の個別財務諸表が固まらないと、連結作業に着手することができません。個別財務諸

表数値の修正が入ると、それ以降の作業が全てパーになる可能性があるからです。個別財務諸表は監

査を通じて確定するため、前回申し上げたようにタイでは決算日から 3 ヵ月程度要しているのが普通です。
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12 月決算の場合、ちょうど今頃個別財務諸表が固まったという日系企業が多いと思います。ソンクラン休

暇を目前に控えた 4月上旬に、3月月次の締め作業の傍ら連結作業をできるかどうか、経理スタッフの能

力と監査人の協力次第です。 

 

上場会社が連結財務諸表を作る場合、日本でもタイでも上場規則で厳しい決算発表スケジュールを課さ

れているため、個別財務諸表の確定まで待つ時間的余裕はありません。実際はどうしているかというと、

監査人が連結上の重要性の基準値というもの（金額）を設定し、個別財務諸表をレビューしてその金額を

上回るような修正事項がなければ、そのまま連結手続に入ります。個別財務諸表の監査はその後、連結

とは別に重要性の基準値の下で行われます。通常、重要性の基準値は連結よりも単体の方が低いため、

連結で修正しなかった点も単体では修正するということがありえます。それが実務です。 

 

②の在外子会社の換算は、連結対象がタイ国外子会社の場合です。タイ現地法人からベトナム、インド

等に出資している日系企業もあると思います。現地通貨建ての財務諸表数値をバーツ換算して連結に用

います。資産と負債と損益項目は単純に期末日レートで換算して構いません。問題は純資産です。③や

⑦の手続との関係上、期末日レートは使えません。理論上は、資本金については過半数出資日（厳密に

は支配獲得日）のレートで換算し、繰越利益の方は発生年度毎の期末日レートで積み上げます。 

 

しかし、90年代以前の昔から出資しているような場合、過去のデータは残っていないのが現実です。為替

レートは、日系大手行のサイトでも対米ドルで 15 年くらい前までが検索の限界ですし、一般サイトの情報

だと信用性が乏しいです。また幸い為替レートを拾い上げることができても、帳簿の保存期間は通常 5 年、

長くて 10年です。毎年の繰越利益の履歴がきちんと残っている会社はごく稀でしょう。本来必要な情報が

ない状況で連結上どこまで簡便的な処理ができるか、監査人によって判断が異なることが予想されます。 

 

④債権債務の消去、⑤内部取引の消去、⑥未実現損益の消去は、連結子会社とのグループ内取引に

係る金額の消去作業です。④は BS 項目が対象です。売掛金・買掛金は元帳から、貸付金・借入金とそ

れに係る未収利息・未払利息は帳簿または契約書から簡単に拾い上げることができます。問題は⑤の PL

項目です。売上や仕入の勘定科目は通常、国内か海外の区別だけであり、グループ会社に対するものと

それ以外という形で分けて計上しているケースは見かけません。そうなると、連結手続上グループ会社間

の売上・仕入を消去するためには、総勘定元帳から手作業で集計しなければなりません。また、モノによ

っては購入した側で必ずしも仕入計上しているとは限らず、固定資産として計上したり、消耗品費、福利

厚生費、その他経費で落としていることもあります。 

 

1 年分の総勘定元帳を目で追い、グループ内取引全てを拾い上げるのは、普通はやりたくない気の遠く

なる作業です。実際にやるのはタイ人経理スタッフだとしても、あまり不毛な作業に何日も従事させたくあ

りませんし、指示されたタイ人だって正直迷惑なレベルの仕事です。そのため会社によっては、タイ人経

理がお手上げで監査人に丸投げしてしまう場合もあると思います。ただし、監査人も連結手続はかなりの

手間がかかることは当然承知していますから、そもそも引き受けてくれない可能性もありますし、支援して

もらえる場合でも本来の監査料とは別に追加請求が発生するはずです。日系中小企業で働いているタイ

人経理スタッフは連結手続を経験したことがないのが普通ですので、連結の導入で嫌になって逃げ出さ

ないように、予め段取りや役割分担を手配してあげてください。 
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 KOISHIKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
 代表取締役社長 日本国公認会計士 長澤 孝人 

 

タイの日系中小企業会計 ４ 

「キャッシュフロー計算書の作成」 
 

タイの中小企業会計基準が国際水準の IFRS for SMEs（SME基準）に改定された場合の問題点、今回は

キャッシュフロー計算書です。 

 

２．キャッシュフロー計算書の作成 
 

日本で連結キャッシュフロー計算書の会計基準が導入されたのは 2000年 3月でした。当時は「キャッシュ

フロー経営」という言葉が大流行りで、経済誌や企業経営関連の書籍が挙って採り上げていました。黒字

経営でも企業は倒産することがある。だから経営者は今こそ、利益ではなくキャッシュフローに注目すべき

という論調でした。キャッシュフローという横文字言葉は何となく格好良く聴こえたため、セミナーのテーマ

としても、経営、投資、会計、システム等、様々な分野で頻繁に使われていました。 

 

しかし今日、キャッシュフロー経営なんて言葉は耳にしなくなっています。流行が廃れたというよりは、経営

者として当たり前の話だからだと思います。キャッシュフロー経営とは、簡単に言えば、自分のお財布の中

にいくら入っているか、いつも把握しておきましょうということです。難しい話でも専門的な話でもなく、個人

レベルでは誰もが普通にやっています。これを企業レベルで言い換えて、経営者は会社の財布にいくら

キャッシュがあるのかを認識し、その金額を見ながら会社の意思決定をしなさいよということです。 

 

一方、キャッシュフロー計算書は、キャッシュフロー経営とは直接的には関連しません。キャッシュフロー

経営は将来に向けての話であるのに対し、キャッシュフロー計算書は過去の結果であり、経営意思決定

には使いません。経営意思決定に使うのは、将来のキャッシュフロー予測であり、一般的には資金繰り表

です。これはキャッシュフロー計算書の会計基準導入以前から、経理部や財務部が社内利用のため作成

してきていると思います。キャッシュフロー計算書は資金繰り表とは全く別物であり、社外の投資家や会社

債権者向けに公表する貸借対照表と損益計算書から派生的に作成する財務諸表の 1つに過ぎません。 

 

前回の連結財務諸表は、タイの会社が自ら子会社を有していなければ、SME 基準が導入されても関係あ

りませんが、今回のキャッシュフロー計算書は、多くのタイ会社が影響を受けます。SME基準を適用すると、

キャッシュフロー計算書の作成が義務付けられます。 

 

現行のタイ中小企業向け NPAEs 基準の下では、キャッシュフロー計算書の作成は任意であるため、ほと

んどの会社が作成していません。これは、上述のように経営者にとってあまり役に立たないものである上、

株主は親会社、サイレントの名義株主、合弁パートナー等で限られていますし、また会社債権者は必要

あれば信用状や親会社保証で債権保全を図っているため、キャッシュフロー計算書のニーズがないから

です。しかも、当地の会計ソフトがキャッシュフロー計算書に対応しておらず、作成は経理スタッフによる

手作業か監査人等に外注することになります。ムダの削減、コストの削減に常時取り組んでいる日系中小

企業にとって、キャッシュフロー計算書を作成し公表する意義は非常に乏しいのですが、SME 基準を作

成した白人、それを導入しようとしているタイ人ハイソの方々は気にしない感じです。 
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■キャッシュフロー計算書のコンセプト 
 

SME 基準の下ではキャッシュフロー計算書は作成しなければならないものと割り切って、どのように作成

するのか、まずコンセプトを理解するのが良いと思います。先に、キャッシュフロー計算書は貸借対照表

（BS）と損益計算書（PL）から派生的に作ると申し上げました。PL が一会計期間の当期利益を示したもの

であるのに対し、キャッシュフロー計算書は一会計期間における現金預金残高の増減を示すものです。 

 

キャッシュフロー計算書作成の最初のステップは、BSを前期比較し、BSの各項目の増減額を算出する所

からです。当然そこには現金預金残高の増減額が出てきますし、当期利益も表れます。それらを形式上、

当期利益からスタートして（間接法と呼ばれる形式です）、現金預金以外の BS項目の増減額をプラスマイ

ナスする形で、現金預金残高の増減額に導いたものがキャッシュフロー計算書です。 
BS（前期末） BS（当期末）

現金預金 負債 現金預金 負債 BS増減

資産（現金預金以外） 現金預金増加 負債増加

当期利益

資本金 資産（現金預金以外） 資産増加

前期繰越利益 資本金

前期繰越利益 BS増減（反転）

当期利益 資産増加

当期利益 現金預金増加

負債増加

PL キャッシュフロー計算書

売上 当期利益

－) 売上原価

－) 販管費 ＋) PL内の非資金項目 営業活動

±) 営業外損益 ＋) 負債増加 投資活動

－) 支払利息 －) 資産増加 財務活動に区分する

－) 法人税 現金預金増加

当期利益

＋) 現金預金（前期末）

現金預金（当期末）

 
 

簿記 3 級では、借方は「資産の増加」「負債の減少」「利益の減少」、貸方は「資産の減少」「負債の増加」

「利益の増加」という覚え方をします。PL はそのうち「利益の増加」と「利益の減少」を拾い上げたものです。

一方、キャッシュフロー計算書は、PL の利益の増加と減少の純額である当期利益から逆算で現金預金と

いう 1つの資産の増加（または減少）を算出する表であるため、借方貸方をすべて逆転させる発想が必要

です。つまり、借方の「（現金預金以外の）資産の増加」「負債の減少」はキャッシュフローの減少、貸方の

「（現金預金以外の）資産の減少」「負債の増加」はキャッシュフローの増加として考えます。例えば、資産

項目である売掛金の増加はその分現金預金が入ってこないのでキャッシュフロー上はマイナス、売掛金

の減少はその分現金預金が入ってきたのでキャッシュフロー上はプラスです。反対に負債項目である買

掛金の増加はその分現金預金の支出が抑えられたのでキャッシュフロー上はプラス、買掛金の減少はそ

の分現金預金が支払われたのでキャッシュフロー上はマイナスです。簿記を学び始めた頃のように、あま

り深く考え込まず、そういう決まりだと思い込んだ方が理解が早くなります。 

 

キャッシュフロー計算書は、簡単に言えば BS の増減表を左右ひっくり返し、形を組み替えたものであり、

BS と PLがあれば原型は作れます。ただし完成させるには、それだけでは済まないのが厄介な所です。 

（次号に続く） 
  

 

KOISHIKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
小石川会計事務所（経営管理及び監査業務） 

ジェトロバンコクの講師が直接、貴社の経営管理・財務管理を指導いたします 

 

代表者： 長澤 孝人（日本国公認会計士） 

所在地： Room 2C, 1294 Sutthisan-Winitchai Road, Huay Kwang, Bangkok 10310（MRTスティサン駅徒歩 1分） 

連絡先： 091-739-4777 または nagasawa@koishikawa.co.th 会社案内： http://koishikawa.p1.bindsite.jp/ 




